
第２章
東京都脳卒中救急搬送体制実態調査の概要
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１　調査の目的

　東京都脳卒中救急搬送体制について、その運用状況や課題を把握し、今後の脳卒中患者の救

急搬送と急性期医療の充実に向けた検討に資する基礎資料とすることを目的とする。

２　調査内容

■調査期間

　平成 22 年 2 月 22 日（月曜日）8時 30 分から平成 22 年 3 月 1 日（月曜日）8時 30 分まで

　いずれも救急隊覚知（119 番通報）時刻

■調査対象

　調査期間中に、東京都脳卒中急性期医療機関及び東京都指定二次救急医療機関へ救急隊が搬

送した全事案を対象とした。

　医療機関　： 256 施設

 （東京都脳卒中急性期医療機関、東京都指定二次救急医療機関）

　救急隊　　： 233 隊

 （東京消防庁、稲城市消防本部、東久留米市消防本部）

■調査方法

　搬送先医療機関の選定方法や搬送時間、救急隊の判断と確定診断、治療内容などについて、

救急隊と医療機関の双方に調査を実施し、それらを突合することにより、脳卒中救急搬送の実

態を分析した。
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３　回答状況

　医療機関　： 245 施設　（回答率：95％）

　救急隊　　： 233 隊　　（回答率：100％）

医療機関による確定診断（※1）
計

脳卒中 脳卒中以外

救急隊の判断
脳卒中疑い 300件 203 件 503 件

脳卒中非該当 64件 9,542 件 9,606 件

救急隊以外の判断（※2）

脳卒中疑い 48件 24件 72件

脳卒中非該当 1件
－

（※5）

1件
（※ 5）

計 413 件 9,769 件 10,182 件

※ 1  「医療機関による確定診断」とは、初診時の診断ではなく、傷病名が確定した段階での診

断名を指す。

※ 2  「救急隊以外の判断」とは、転院搬送（※ 3）、転送（※ 4）、介護施設等での嘱託医の判断、

往診医師の判断、かかりつけ医の判断の場合を指す。

※ 3  「転院搬送」とは、救急隊が、医療機関からの要請に応じて当該医療機関の管理下にある（外

来受診又は入院中の場合等）傷病者を医療上の理由により他の医療機関へ搬送するために

救急隊が出動した場合を指す。

※ 4  「転送」とは、救急隊が、傷病者を救急事故が発生した場所から医療機関に搬送し、一旦

医師に引き継いだものの、当該医療機関の事情等により、他の医療機関に同一の救急隊に

より搬送した場合のことを指す。

※ 5  脳卒中非該当と判断され脳卒中以外であると確定診断されたケースについては、その判断

が救急隊によるものか、救急隊以外によるものかの分類が不能のため、救急隊の判断の欄

にまとめて記載している。
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参　考　調査票様式
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